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仙北市消防出初式開催及び交通規制のお知らせ

　新春恒例の仙北市消防出初式が１月６日（火）に開催され、田沢湖庁舎から田沢湖市街地を通り、仙北市民会館まで消防
団員、消防車両、ラッパ隊、バトンガールによる分列行進が行われます。
　市民会館前では、観閲式や市長と消防団長による餅撒きが行われ、ご希望があれば、はしご車の体験乗車も出来ます。ぜひ
日夜仙北市の防火・防災に努力している、仙北市消防団の応援にお越しください。

■出初式日程：開催日：１月６日（火）
　◇団員集合：１１時４５分　田沢湖庁舎前
　◇人員報告：１１時５０分
　◇分列行進：１２時００分
　◇式　　典：１３時１５分　仙北市民会館
※分列行進やはしご車の体験乗車は、悪天候の際は中止する場合があります。
※市長による観閲式については、１２時３０分頃から市民会館前にて開始します。その後、はしご車からの餅撒きを行います。　
※分列行進予定道路沿いの皆様は、ぜひご声援をよろしくお願いします。

■交通規制：１２時００分～１３時００分（分列行進の間）
　◇車両通行止め：松月～男坂通り～営林署角十字路
　◇片側通行：田沢湖庁舎～秋田銀行前十字路～松月
　　　　　　 営林署角十字路～市民会館付近
※周辺の皆様におかれましては、大変ご迷惑をおかけ
　しますが、ご協力をお願いします。

■問合せ：仙北市環境防災課　TEL（４３）３３０８

ー　国保窓口からのお知らせ　ーー　国保窓口からのお知らせ　ー
７０歳～７４歳の方の医療制度の改正について７０歳～７４歳の方の医療制度の改正について

ー　国保窓口からのお知らせ　ー
７０歳～７４歳の方の医療制度の改正について

　今般、７０歳から７４歳の方の医療制度について以下のとおり改正があり、その内容をお知らせします。

１．７０～７４歳の方の窓口負担について
　平成２１年４月から平成２２年３月までの１年間、窓口負担が１割に据え置かれます（注１）。現在お使いの高
齢受給者証の記載が変更になりますので、３月末ころ郵送で切り替えする予定です。
 （注１）①既に３割負担を頂いている方、長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の対象となる一定の障害認定を
　　　　　受けた方は除きます。
　　　　②平成１８年及び平成１９年の制度改正で、７０から７４歳の方の窓口負担について平成２１年４月から
　　　　　２割負担に見直すとされていたものを据え置くものです。

２．７５歳到達月の自己負担限度額の特例について
　月の途中で７５歳の誕生日をむかえ長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の被保険者となる場合、７５歳到達
月においては、移行前後の医療保険制度の自己負担限度額をそれぞれ、本来額の２分の１にします（注２）。
 （注２）ただし、各月１日生まれの方は、７５歳到達月に給付を受けられる医療制度が長寿医療制度のみになる
　　　　ため、特例の対象外となります。

問い合わせ：仙北市市民課　国保年金係　TEL（４３）３３０７
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